
競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示

陸 自 宮 古 島 （ 2 9 ） 駐 屯 地 等 新 設 土 木 工 事 に 係 る

特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 と し て の 競 争 参 加 者 の 資

格 （ 以 下 「 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 と し て の 資 格」

と い う ｡ ) を 得 よ う と す る 者 の 申 請 方 法 に つ い て 、

次 の と お り 公 示 し ま す 。

平 成 2 9 年 1 1 月 1 6 日

沖 縄 防 衛 局 長 中 嶋 浩 一 郎

◎ 調 達 機 関 番 号 0 1 0 ◎ 所 在 地 番 号 4 7

１ 工 事 名 陸 自 宮 古 島 （ 2 9 ） 駐 屯 地 等 新 設 土 木

工 事

２ 工 事 場 所 宮 古 島 市 内

３ 工 事 概 要 本 工 事 は 、 宮 古 島 に お け る 以 下 の

土 木 工 事 等 を 行 う も の で あ る 。 な お 、 本 工 事 は

難 工 事 に 指 定 す る 。

［ 駐 屯 地 地 区 ］

１ ． 汚 水 処 理 施 設 工 事 （ F R P 製 浄 化 槽 １ 基 （ 放

流 水 質 B O D 2 0 m g / L 、 処 理 能 力 2 6 4 m 3 / 日 ） 、 汚 水

貯 留 槽 １ 基 （ 貯 留 量 6 8 0 m 3 ） 、 蒸 発 散 施 設



１ 式 （ 蒸 発 能 力 2 0 L / ㎡ 、 施 設 面 積 1 3 , 2 0 0 ㎡ ））

２ ． 給 水 工 事 （ 水 道 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管

H P P E φ 1 5 0 m m 約 1 0 0 0 ｍ 、 H P P E φ 1 0 0 m m 約

2 5 7 0 ｍ 、 H P P E φ 7 5 m m 約 1 0 ｍ 、 H P P E φ 5 0 m m

約 1 0 ｍ 、 P E φ 4 0 m m 約 1 0 ｍ 、 給 水 ポ ン プ

1 基 （ φ 6 5 m m × φ 1 2 5 m m × 1 . 7 8 m 3 / m i n × 3 3 . 5 ｍ

5 . 5 k W × 5 台 （ 内 1 台 予 備 ） ） 、 消 火 ポ ン プ

1 基 （ φ 1 2 5 m m × 1 . 4 4 m 3 / m i n × 3 5 . 5 m 2 2 k W ×

1 台 ） 、 次 亜 塩 素 酸 ナ ト リ ウ ム 注 入 装 置 2 台

（ 内 1 台 予 備 ） 、 鋼 製 受 水 槽 1 基 （ 1 7 0 m 3 ） 、

地 下 貯 水 槽 １ 基 （ 1 7 0 m 3 ） 、 消 火 栓 1 2 基 等）

３ ． 雨 水 排 水 工 事 （ 雨 水 排 水 管 V U φ 6 0 0 m m 約

2 3 0 ｍ 、 V U φ 5 0 0 m m 約 1 7 0 ｍ 、 V U φ 4 5 0 m m 約

8 0 ｍ 、 V U φ 4 0 0 m m 約 1 7 0 ｍ 、 V U φ 3 5 0 m m 約

1 2 0 ｍ 、 V U φ 3 0 0 m m 約 2 6 0 ｍ 、 雨 水 桝 6 0 0 m m ×

6 0 0 m m 約 5 個 、 雨 水 人 孔 φ 9 0 0 m m 約 3 7 基、

φ 1 2 0 0 m m 約 1 2 基 、 雨 水 貯 留 浸 透 槽 2 基 等）

４ ． 汚 水 排 水 工 事 （ 汚 水 排 水 管 V U φ 1 5 0 m m 約

1 1 3 0 ｍ 、 圧 送 管 （ 下 水 道 用 ポ リ エ チ レ ン 管 ）

φ 1 0 0 m m 約 4 ｍ 、 汚 水 人 孔 約 4 1 個 、 マ ン ホ



ー ル ポ ン プ １ 基 等 ）

［ 宿 舎 地 区 ］

汚 水 処 理 施 設 工 事 （ F R P 製 浄 化 槽 １ 基 （ 放 流

水 質 B O D 2 0 m g / L 、 処 理 能 力 1 3 0 m 3 / 日 ） 、 蒸 発 散 施

設 １ 式 （ 蒸 発 能 力 2 0 L / ㎡ 、 施 設 面 積 6 5 0 0 ㎡ ））

４ 工 期 平 成 3 1 年 ５ 月 3 1 日 ま で 。

た だ し 、 宿 舎 地 区 に つ い て は 平 成 3 1 年

２ 月 2 8 日 ま で と す る 。

５ 競 争 参 加 資 格 審 査 申 請 書 の 交 付

( 1 ) 交 付 期 間 平 成 2 9 年 1 1 月 1 6 日 か ら 平 成 3 0 年

１ 月 3 1 日 ま で の 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 6 3 年 法 律 第 9 1 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 行 政 機 関 の 休 日 ( 以 下 「 行 政 機 関 の 休 日」

と い う ｡ ) を 除 く 毎 日 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時

ま で 。 た だ し 、 正 午 か ら 午 後 １ 時 ま で の 間 を

除 く 。 最 終 日 は 正 午 ま で 。

( 2 ) 交 付 場 所 〒 9 0 4 － 0 2 9 5 沖 縄 県 中 頭 郡 嘉

手 納 町 字 嘉 手 納 2 9 0 － 9 沖 縄 防 衛 局 総 務 部 契

約 課 電 話 0 9 8 － 9 2 1 － 8 1 3 1 （ 内 線 1 5 4 ）

( 3 ) そ の 他 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 と し て 資



格 を 得 よ う と す る 者 に 交 付 す る 。

６ 申 請 書 の 提 出

( 1 ) 提 出 期 間 平 成 2 9 年 1 1 月 1 6 日 か ら 同 年 1 2 月

６ 日 ま で の 行 政 機 関 の 休 日 を 除 く 毎 日 、 午 前

９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で 。 た だ し 、 正 午 か ら 午

後 １ 時 ま で の 間 を 除 く 。 平 成 2 9 年 1 2 月 ６ 日 は

正 午 ま で 。

( 2 ) 提 出 場 所 上 記 ５ ( 2 ) に 同 じ 。

( 3 ) 提 出 方 法 申 請 書 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付

し 、 持 参 又 は 郵 送 （ 書 留 郵 便 に 限 る ｡ ) 若 し く

は 託 送 （ 書 留 郵 便 と 同 等 の も の に 限 る ｡ ) に よ

り 提 出 す る こ と 。

ア 総 合 評 定 値 通 知 書 （ 建 設 業 法 （ 昭 和 2 4 年

法 律 第 1 0 0 号 ） 第 2 7 条 の 2 9 第 １ 項 の 請 求 に

よ り 国 土 交 通 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 か ら 通

知 さ れ た も の ｡ ) 又 は 経 営 規 模 等 評 価 結 果 通

知 書 で 平 成 2 9 ・ 3 0 年 度 資 格 審 査 申 請 の 際 に

提 出 し た も の の 写 し

イ 共 同 企 業 体 協 定 書 の 写 し

ウ 下 記 ７ ( 2 ) ア の 要 件 を 満 た す こ と を 判 断



で き る 工 事 の 施 工 実 績 を 記 載 し た 書 類 （ 申

請 書 と と も に 交 付 す る 様 式 に よ り 作 成 し た

も の に 限 る 。 た だ し 、 当 該 様 式 は 、 当 該 工

事 の 「 入 札 公 告 （ 建 設 工 事 ) ｣ ( 平 成 2 9 年 1 1

月 1 6 日 付 支 出 負 担 行 為 担 当 官 沖 縄 防 衛 局 長）

に 示 す と こ ろ に よ り 交 付 す る 入 札 説 明 書 の

別 紙 様 式 第 ８ と 同 一 で あ る の で 、 そ れ ら を

使 用 し て 作 成 し て も 差 し 支 え な い ｡ )

( 4 ) そ の 他 申 請 書 及 び 添 付 書 類 は 、 日 本 語 で

作 成 す る こ と 。 申 請 書 は 、 平 成 2 9 年 1 2 月 ６ 日

以 降 、 当 該 工 事 に 係 る 開 札 の 時 ま で （ 行 政 機

関 の 休 日 を 除 く ｡ ) 随 時 、 受 け 付 け る が 、 当 該

開 札 の 時 ま で に 審 査 が 終 了 せ ず 、 競 争 に 参 加

で き な い こ と が あ る 。

７ 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 と し て の 資 格

( 1 ) 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 構 成

特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 構 成 は 、 次 の 条

件 を 満 た す 者 ２ 又 は ３ 社 の 組 合 せ と す る 。

ア 防 衛 省 に お け る 平 成 2 9 ・ 3 0 年 度 の 一 般 競

争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 （ 以 下 「 防 衛 省 競



争 参 加 資 格 」 と い う 。）の う ち 「 土 木 一 式 工

事 」 で 級 別 の 格 付 を 受 け 、 沖 縄 防 衛 局 に 競

争 参 加 を 希 望 し て い る 者 で あ る こ と （ 会 社

更 生 法 （ 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ） に 基 づ き 更

生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 又 は

は 民 事 再 生 法 （ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） に 基

づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る

者 に つ い て は 、 手 続 開 始 の 決 定 後 、 再 度 級

別 の 格 付 を 受 け て い る こ と ｡ ) 。

イ 防 衛 省 競 争 参 加 資 格 の 「 土 木 一 式 工 事 」

に 係 る 経 営 事 項 評 価 数 値 （ 資 格 審 査 結 果 通

通 知 書 の 記 ３ の 経 営 事 項 評 価 数 値 欄 の 点 数）

が 、 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 代 表 者 は 1 ,

1 0 0 点 以 上 、 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 代 表

者 以 外 の 構 成 員 は 8 3 0 点 以 上 で あ る こ と 。

ウ 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日

か ら 認 定 を 行 う 日 ま で の 期 間 に 、 沖 縄 防 衛

局 長 か ら 、 工 事 請 負 契 約 等 に 係 る 指 名 停 止

等 の 措 置 要 領 に つ い て ( 防 整 施 ( 事 ) 第 1 5 0 号。

2 8 . ３ . 3 1 ） に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い な



い こ と 。

エ 上 記 １ に 示 し た 工 事 に 係 る 設 計 業 務 等 の

受 注 者 （ 受 注 者 が 共 同 体 で あ る 場 合 に お い

て は 、 当 該 共 同 体 の 各 構 成 員 を い う 。 以 下

同 じ ｡ ) 又 は 当 該 受 注 者 と 資 本 若 し く は 人 事

面 に お い て 関 連 が あ る 建 設 業 者 で な い こ と。

( 2 ) 構 成 員 の 技 術 的 要 件 等

特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 構 成 員 は 、 次 に

掲 げ る 要 件 を 満 た す も の と す る 。

ア 代 表 者 は 、 平 成 1 4 年 度 以 降 入 札 公 告 日 ま

で に 、 元 請 け と し て 完 成 ・ 引 渡 し が 完 了 し

た 工 事 の う ち 、 次 に 掲 げ る ① の 工 事 を 施 工

し た 実 績 を 有 す る こ と （ 建 設 共 同 企 業 体 の

構 成 員 と し て の 実 績 は 、 出 資 比 率 が 2 0 ％ 以

上 の も の に 限 る ｡ ) 。

代 表 者 以 外 の 構 成 員 は 、 平 成 1 4 年 度 以 降

入 札 公 告 日 ま で に 、 元 請 け と し て 完 成 ・ 引

渡 し が 完 了 し た 工 事 の う ち 、 次 に 掲 げ る ②

の 工 事 を 施 工 し た 実 績 を 有 す る こ と （ 建 設

共 同 企 業 体 の 構 成 員 と し て の 実 績 は 、 出 資



比 率 が 2 0 ％ 以 上 の も の に 限 る ｡ ) 。

① 開 発 面 積 （ 造 成 面 積 ） 1 0 h a 以 上 の 給 排 水

工 事

② 給 水 工 事 及 び 排 水 工 事 （ 雨 水 排 水 ま た は

汚 水 排 水 ）

イ 建 設 業 法 の 土 木 一 式 工 事 業 に つ き 許 可 を

有 し て の 営 業 年 数 が ５ 年 以 上 で あ る こ と 。

ウ 土 木 一 式 工 事 に 係 る 監 理 技 術 者 又 は 国 家

資 格 を 有 す る 主 任 技 術 者 を 工 事 現 場 に 専 任

で 配 置 で き る こ と 。

( 3 ) 出 資 比 率 要 件

す べ て の 構 成 員 が 、 均 等 割 り の 1 0 分 の ６ 以

上 の 出 資 比 率 で あ る も の と す る 。

( 4 ) 代 表 者 の 要 件

代 表 者 は 、 土 木 一 式 工 事 に 係 る 施 工 能 力 が

大 き い と 認 め ら れ る 者 と す る 。 ま た 、 代 表 者

の 出 資 比 率 は 、 構 成 員 中 最 大 で あ る も の と す

る 。

８ 上 記 ７ ( 1 ) ア に 掲 げ る 競 争 参 加 資 格 の 級 別 の

格 付 を 受 け て い な い 者 を 含 む 特 定 建 設 工 事 共 同



企 業 体 も 上 記 ６ に よ り 申 請 す る こ と が で き る 。

こ の 場 合 、 上 記 ７ ( 1 ) ア に 掲 げ る 競 争 参 加 資 格

の 級 別 の 格 付 を 受 け て い な い 者 は 、 上 記 ７ ( 1 )

ア 及 び イ に 示 す 構 成 員 の 要 件 を 得 る 必 要 が あ る。

な お 、 当 該 工 事 の 開 札 の 時 ま で に 特 定 建 設 工

事 共 同 企 業 体 と し て 資 格 の 審 査 が 終 了 し て い な

い と き 又 は 上 記 ７ ( 1 ) ア に 掲 げ る 競 争 参 加 資 格

の 級 別 の 格 付 を 受 け て い な い 者 が 当 該 工 事 の 開

札 ま で に 上 記 ７ ( 1 ) ア 及 び イ に 示 す 構 成 員 の 要

件 を 得 て い な い と き は 、 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業

体 と し て の 資 格 が な い も の と す る 。

９ 資 格 審 査 結 果 の 通 知

「 資 格 審 査 結 果 通 知 書 」 に よ り 通 知 す る 。

1 0 資 格 の 有 効 期 間

資 格 審 査 結 果 通 知 の 日 か ら 工 事 請 負 契 約 の 履

行 後 ３ か 月 以 内 を 経 過 す る ま で と す る 。 た だ し、

当 該 工 事 の 受 注 者 以 外 の 者 で あ っ て は 、 当 該 工

事 の 請 負 契 約 が 締 結 さ れ た 日 ま で と す る 。

1 1 そ の 他

( 1 ) 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 の 名 称 は 、 「 陸 自



宮 古 島 （ 2 9 ） 駐 屯 地 等 新 設 土 木 工 事 ○ ○ ○ 建

設 ・ ○ ○ ○ 建 設 ・ ○ ○ ○ 建 設 建 設 共 同 企 業 体」

と す る 。

( 2 ) 当 該 工 事 に 係 る 競 争 に 参 加 す る た め に は 、

開 札 の 時 に お い て 、 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体

と し て の 資 格 の 認 定 を 受 け 、 か つ 、 当 該 工 事

の 「 入 札 公 告 （ 建 設 工 事 ) ｣ に 示 す 手 続 き に 従

い 、 資 格 審 査 結 果 の 通 知 を 受 け て い な け れ ば

な ら な い 。


